
　　　　　　　　　第５章　雪害対策・事故災害対策計画

　　雪害・航空災害・道路災害・危険物等災害・大規模な火事災害・大規模な林野火災についての予防対策及

　び応急対策は、それぞれ以下のとおりとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　第１節　雪害対策

　１．予防対策「建設課」
　　　　積雪時における雪害を未然に防止し、又は拡大を防止し、産業の機能及び地域住民の生活を確保
　　　するため道路交通の確保、生活関連施設の整備、農林漁業の生産条件の確保を図るものとする。

　　１．雪害に強いまちづくり
　　　（１）地域の特性に配慮しつつ、豪雪等に伴う都市機能の阻害及び交通の途絶による集落の孤立、
　　　　　なだれ災害等の雪害に強いまちづくりを行う。
　　　（２）住宅の耐震性を確保し、屋根雪荷重の増大による家屋倒壊等を防止するため、建築基準法等
　　　　　の遵守の指導に努める。また、自力での屋根雪処理が不可能な世帯に対して、ボランティアの
　　　　　協力体制等、地域の相互扶助体制の確立を図る。
　　　（３）積雪期における避難所・避難路の確保に努めるとともに、避難施設における暖房等の需要の
　　　　　増大が予想されるため、電源を要しない暖房器具・燃料のほか・積雪期を想定した資機材（長
　　　　　靴･防寒具･スノ－ダンプ・スコップ・防寒用品等）の備蓄に努める。
　　２．情報の収集・連絡体制等の整備
　　　　　情報の収集・連絡体制の整備を行い、夜間・休日の場合においても対応できる体制の整備を図
　　　　るとともに、災害時に迅速な応急対策が展開できるようにするため、あらかじめ連絡責任者を明
　　　　確にしておく。
　　　　　また、収集した情報を的確に分析整理するため、人材の育成を図るとともに、必要に応じ専門
　　　　家の意見を活用できるよう努める。
　　３．災害応急体制の整備
　　　（１）職員の非常参集体制を整備するとともに、応急活動のためのマニュアルを作成し職員に周知
　　　　　する。
　　　（２）災害時における応急活動に関し、平常時から関係機関との連携体制の強化を図る。
　　４．捜索、救助・救急、医療及び消火活動体制の整備
　　　（１）医療機関等との連絡・連携体制の整備を図る。
　　　（２）災害時の捜索、救助・救急活動に備え、資機材等の整備に努める。また、救護活動に必要な
　　　　　医薬品等の備蓄に努める。
　　５．除雪及び安全対策
　　　　　除雪機械・消融雪施設等を計画的に整備するとともに、生活道路を含めた面的雪処理を地域ぐ
　　　　るみで推進する。また、降雪期前に関係機関と協議の上、毎年「道路除雪計画」を策定し除（排）
　　　　雪を計画的に実施する。
　　６．交通・通信等の確保
　　　　　地域経済活動の基幹的役割を果たしているのみならず、日常生活に欠くことのできない交通・
　　　　通信･電力供給の積雪期における確保に万全を期する。
　　７．上下水道施設
　　　（１）積雪・なだれによる施設の破損及び凍結による屋外施設の破損を防止するため、設計・施工
　　　　　時に耐雪対策に十分な検討を行い、適切な運転管理が行える構造とする。
　　　（２）上水道にあっては、水源地・消火栓等の施設が除（排）雪による影響を受けないよう、標識
　　　　　又は柵等で注意を喚起する。
　　８．農林水産業の生産条件の確保
　　　（１）果樹等の枝折れ防止
　　　　　　　果樹等の枝折れ防止のため技術指導を行う。
　　　（２）ビニ－ルハウスの破損防止
　　　　　　　積雪に耐えうる強度のビニ－ルハウスの設置を推進するとともに、側壁部の除雪を行うた
　　　　　　めの棟空間を確保するよう指導する。
　　　（３）越冬作物等の被害防止
　　　　　　　積雪期間の長期化による越冬作物等の被害を防止するため、関係機関を通じて消雪指導を
　　　　　　行う。
　　　（４）越冬飼料の確保
　　　　　　　冬期間の輸送事情の悪化などによる家畜飼料の不足や値上がりに対処するため、適正な越
　　　　　　冬飼料の備蓄を指導する。
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　　　（５）牛乳輸送の円滑化
　　　　　　　牛乳輸送の円滑化を図るため、合理的な集乳路線の確保や乳質保全等を指導する。
　　　（６）春季消雪の促進
　　　　　　　春季農作業を計画的に進めるため、農協や市町村単位に積雪調査を行って、その実態を把
　　　　　　握するよう指導し必要に応じて消雪指導を行う。

　　９．生活環境施設の整備
　　　　　積雪による住民の教育・保健衛生・社会福祉・消防・防災の分野での障害の除去・軽減を図る
　　　　ため、生活環境施設の整備に努める。

　　10. 地域保全施設の整備
　　　　　雪崩・融雪出水・地すべり等の災害に対処するための治水・治山・農地保全等の諸施設を総合
　　　　的に整備し、河川・水路等の改修を推進する。

　　11. 町と住民等の連携
　　　　　雪害を防止するために、住民一人ひとりの克雪意識の啓発を図るとともに、町の住民が一体と
　　　　なって雪と取り組む体制の確立に努める。

    12. 文教施設の整備
　　　（１）通学路の確保
　　　　　　　通学路を確保するため除雪体制を整備する。
　　　（２）冬季分校及び寄宿舎の開設
　　　　　　　冬期間の積雪による通学困難を解消し、円滑な教育の確保を図るため、必要に応じて、
　　　　　冬季分校及び寄宿舎を開設する。
　　　（３）施設内における非常口の確保
　　　　　　　学校等の施設内における事故発生に備えて、常に非常口周辺を除雪し確保する。
　　　（４）落雪による事故防止
　　　　　　　校舎及び屋内運動等の屋根からの落雪による事故を未然に防止するため、措置を講ずる。
　　　（５）学校建物の雪害防止
　　　　　　　校舎及び屋内運動場等の屋根の雪おろしについては、あらかじめ計画をたて実施する。

　　13. 防雪対策
　　　（１）なだれ災害予防対策
  　　　　ア．なだれ防止施設の整備
　　　　　　ａ．道路のなだれ防止施設の整備
　　　　　　　　　道路の保全及び交通の安全を確保するため、予想されるなだれ発生危険箇所になだれ
　　　　　　　　防止柵、なだれ防護擁壁等のなだれ防止施設を整備する。
　　　　　　ｂ．なだれ防止林の造成
　　　　　　　　　農地・公共施設・住家等で特になだれによる危険が予想される箇所については、なだ
　　　　　　　　れ防止林の造成を行う。
　　　　　　ｃ．集落を保全するなだれ防止施設の整備
　　　　　　　　　なだれによる災害から人命を守るため、集落の保護を対象としたなだれ危険箇所につ
　　　　　　　　いて、なだれ予防柵等のなだれ防止施設を整備する。
　　　　　イ．なだれ危険箇所の警戒
　　　　　　ａ．危険箇所の点検
　　　　　　　　　農地・公共施設・住家等で特になだれによる危険が予想される箇所については、適宜
　　　　　　　　適宜点検を実施し、なだれの早期発見に努め事故の防止を図る。
　　　　　　ｂ．標識の設置
　　　　　　　　　なだれの危険箇所を一般に周知させるため、主要道路及び通学路等を重点として必要
　　　　　　　　箇所に標識を設置する。
　　　　　　ｃ．事故防止体制
　　　　　　　　　なだれの発生による事故を防止するため、予想されるなだれ発生危険箇所の警戒体制
　　　　　　　　を強化し交通規制及び迂回路の開設及び避難措置等について、必要な事故防止措置を講
　　　　　　　　ずる。
　　　（２）地吹雪災害防止予防対策
　　　　　ア．道路の地吹雪対策施設の整備
　　　　　　　　交通の安全を確保するため、地吹雪多発地域に防雪柵・スノ－シェルタ－・視線誘導標
　　　　　　　識等の吹きだまり対策施設・視程障害対策施設を整備する。
　　　　　イ．地吹雪多発地域の警戒
　　　　　　ａ．地吹雪多発地域において道路パトロ－ル等を強化し交通状況や路面状況を随時把握する。
　　　　　　ｂ．地吹雪による事故を防止するため、テレビ・ラジオを通じて地吹雪の発生状況や道路情
　　　　　　　報を適宜提供し交通規制等必要な事故防止措置を行う。
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　　　（３）着雪災害予防対策
　　　　　ア．電線着雪対策
　　　　　　　　着雪による断線や送電鉄塔の倒壊を防止するため、電力会社に対して送電線の難着雪
　　　　　　　化を働きかける。
　　　　　イ．交通標識の着雪防止
　　　　　　　　交通標識の着雪を防止するため、標識板への発熱体の取付け、標識板の傾斜取付けな
　　　　　　　ど着雪防止法を講ずる。
　　　　　ウ．果樹等の着雪防止
　　　　　　　　果樹等の着雪防止は、８．「農林水産業の生産条件の確保」により実施する。
　　　（４）融雪災害防止対策
　　　　　ア．融雪出水対策
　　　　　　　　融雪出水対策は、第３章第１３節「水害予防対策」によるほか、秋口には河中の障害
　　　　　　　物を取り除くなど、河川の維持管理の徹底を図る。
　　　　　イ．融雪期の地すべり対策
　　　　　　　　融雪期の地すべり対策は、第３章第１５節「土砂災害予防対策」により実施する。

　　14. 屋根雪等の処理
　　　　　屋根雪による事故を防ぐため、計画的な雪下ろしの奨励、雪止め、防雪柵の設置及び屋根雪
　　　　処理システム（耐雪構造システム、無落雪システム、消・融雪システム）の普及を図るものと
　　　　する。
　　15. 雪害対策に関する観測等の推進
　　　　　降雪量、積雪量等の観測体制、施設の充実・強化等を図るものとする。
　　16．防災訓練の実施
　　　　　積雪・なだれ等を想定した防災訓練を実施し、災害時の対応についての周知徹底を図るほか、
　　　　関係機関等が相互に連携した実践的な訓練の実施に努める。

　２．応急対策「建設課」
　　　　豪雪時における産業の機能低下の防止及び地域住民の生活を確保するため、道路交通の確保を
　　　最重点とした除雪対策等を行うものとする。

　　１．実施責任者
　　　　　町長は、豪雪時において国・県及びその他防災関係機関との連絡調整等を行うとともに、住
　　　　民の生活確保のために町道等の除排雪を行うものとする。

　　２．道路の交通確保
　　　（１）情報の収集・連絡
　　　　　ア．道路パトロ－ルを実施し、特に路面・法面の状況（路面凍結、橋面凍結、圧雪の状況、
　　　　　　雪庇等の有無）を把握し、常に異常の有無を掌握する。
　　　　　イ．道路モニタ－を設置し、冬期間における道路状況を把握する。
　　　　　ウ．異常事態が発生した場合は、速やかにＮＨＫ・ＲＡＢ・ＡＴＶ・ＡＢＡ・県交通管制セ
　　　　　　ンター・日本道路交通情報センタ－・青森県八戸県土整備事務所・国土交通省青森河川国
　　　　　　道事務所に通報する。

　豪雪時における連絡系統図

八戸県土整備事務所 通報 情報収集

青森河川国道事務所
ＮＨＫ
ＲＡＢ
ＡＴＶ
ＡＢＡ
道路情報センタ－
その他

　　　（２）豪雪災害時における体制
　　　　　　　町域管轄の八戸県土整備事務所内に「青森県除雪事業計画」の地区警戒体制等が敷かれ
　　　　　　た場合、八戸県土整備事務所と連絡を密にし、次により道路交通確保に万全を期するもの
　　　　　　とする。
　　　　　ア．道路及びこれに関する情報連絡の強化
　　　　　イ．除雪機械及びオペレ－タ－の借上げ、応援に関する事前手配
　　　　　ウ．除排雪作業の強化及び計画的検討
　　　　　エ．除雪時期の検討
　　　　　オ．パトロ－ル強化及び写真その他資料の準備
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交通機関

町



　　　（３）緊急確保路線の除雪区分と除雪目標

　　　　　　　豪雪となった場合、交通確保すべき路線の除雪区分と除雪目標を次のとおりとする。

 　２車線以上の幅員確保を原則とし、異常な降雪時以外は常時

 交通を確保する。

 　異常降雪時においては、降雪後５日以内に２車線確保を図る

 　２車線幅員確保を原則とするが、状況によっては１車線幅員

 で待避所を設ける。

 　異常降雪時には、約１０日以内に２車線又は１車線の確保を

 図る。

 　１車線幅員で必要な待避所を設けることを原則とする。

 　状況によっては、一時交通不能となってもやむを得ない。

　　３．消防救急医療業務体制の確保

　　　　　町消防計画による。

　　４．生活関連施設の確保

　　　（１）通学通園路の確保

　　　　　　　豪雪時には、町は、町民と協力し通学通園路を確保するものとする。

　　　（２）堆雪場の指定

　　　　　　　堆雪場は、次のとおりとする。

　　５．通信・電力供給の確保

　　　　　各事業者は、送信線・送電線の切断等の雪害の未然防止にに努めるものとし、異常事態が発生した場

　　　　合は、早急に対応するよう町長はそれぞれの事業者に除雪状況等の情報を提供し万全を期するよう働き

　　　　かける。

　　６．除排雪困難者の除排雪対策

　　　　　一人暮しの高齢者・障害者・母子家庭等の除排雪困難者について、消防機関等（消防団・ボランティ

　　　　ア等）の協力を得て、屋根雪等の排除に万全を期する。

　　７．応援協力関係

　　　（１）町自らの応急措置の実施が困難な場合、県へ応援を要請するほか、「大規模災害時の青森県市町村

　　　　　相互応援に関する協定」及び「青森県消防相互応援協定」その他個別の消防相互応援協定に基づき、

　　　　　他の協定締結市町村等に応援を要請する。

　　　（２）自衛隊の派遣要請については、第４章第２６節「自衛隊災害派遣要請」により実施する。

除雪目標

 五戸町字苗代沢１８番地１  五　戸　町  １３，０６０㎡

区　分 日交通量のおよその基準

 第１種  　　１，０００台以上／日

 第２種  ５００～１，０００台／日

 第３種  　　　　５００台未満／日
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第２節　航空災害対策

　　空港及びその周辺並びにその他の地域において、民間機・自衛隊機・米軍機の墜落炎上等により多
　多数の死傷者を伴う大規模な事故が発生し、又は発生のおそれがある場合に、早期に初動体制を確立
　して、その拡大を防止し被害の軽減を図るため、以下のとおり予防・応急対策を実施するものとする。

　１　予防対策［総務課］
　　　　航空災害を未然に防止するため関係機関と協力しながら必要な予防対策を実施するものとする。
　　１．情報の収集・連絡体制の整備
　　　　　情報の収集・連絡体制の整備を行い、夜間・休日の場合においても対応できる体制の整備を図
　　　　るとともに災害時に迅速な応急対策が展開できるようにするため、あらかじめ連絡責任者を明確
　　　　にしておく。
　　　　　また、収集した情報を的確に分析整理するため、人材の育成を図るとともに、必要に応じ専門
　　　　家の意見を活用できるよう努める。
　　２．災害応急体制の整備
　　　（１）職員の非常参集体制を整備するとともに、応急活動のためのマニュアルを作成し職員に周知
　　　　　する。　
　　　（２）災害時における応急活動に関し、平常時から関係機関との連携体制の強化を図る。
　　３．捜索、救助・救急、医療及び消火活動体制の整備
　　　　　救助・救急及び消火活動を実施するための資機材等の整備に努める。また、救護活動に必要な
　　　　医薬品等の備蓄に努める。
　　４．防災訓練の実施
　　　　　空港管理者・航空運送事業者・県・東京航空局（三沢空港事務所・青森空港出張所）・自衛隊
　　　　等と相互に連携した実践的な訓練を実施に努めるとともに、訓練後には評価を行い、課題等を
　　　　明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行う。
　２　応急対策［総務課］
　　　　航空機の墜落炎上等による災害から地域住民等を守るため、防災関係機関は早期に初動体制を確
　　　立し、緊密な協力のもとに各種応急対策を実施することにより、被害拡大を防御し被害の軽減を図
　　　るものとする。
　　１．実施責任者
　　　　　航空災害の被害の拡大の防止措置に係る関係機関との連絡調整、その他必要な措置は町長が行
　　　　うものとする。
　　２．情報の収集・伝達
　　　　　航空災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、情報の収集伝達は次のとおりとし、災害
　　　　情報連絡のための通信手段を確保するとともに、災害情報の収集に努め、把握した情報について
　　　　迅速に他の関係機関に連絡する。
　　　　　なお、航空機火災（火災発生のおそれのあるものを含む。）については、第一報を県に対して
　　　　だけでなく消防庁に対しても報告する。（『火災・災害等即報要領』）
　　　　　また、収集した情報を的確に分析整理するため、人材の育成を図るとともに、必要に応じ専門
　　　　家の意見を活用できるよう努める。

　　　（１）八戸飛行場周辺における航空機事故
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三沢空港事務所

青森県

陸上自衛隊
八戸駐屯地

八戸海上保安部

県警察本部

事故発生を知
った関係機関

関係消防機関

消防庁関係警察署

海上自衛隊
第２航空群

関係市町村



　　　（２）その他の地域で事故が発生した場合

　　　　　ア．民間機の場合

　

　

　

　　　　　イ．自衛隊機の場合
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医療機関

災害地市町村

災害地市町村

（消防機関）

周辺市町村県　警　察　本　部

警　察　署

消　防　庁

青森空港出張所

航空運送事業者

県　警　察　本　部

東京航空局

三沢空港事務所

発　見　者

 青森・八戸

自衛隊
(陸･海･空)

発　見　者

警　察　署

青　森　県

消　防　庁

 青森・八戸

 海上保安部

 （海上の場合）

（消防機関）

 （海上の場合）

医療機関

自衛隊
(陸･海･空)

 海上保安部

東京航空局

周辺市町村

三沢空港事務所

青森空港出張所

青　森　県



　　　　　ウ．米軍機の場合

　

　

　

　３．活動体制の確立

　　　　発災後、速やかに職員の非常参集・情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部の設置等、必要な体制を

　　　とる。

　４．捜索活動（防災関係機関の措置）
　　（１）自衛隊の措置
　　　　　　自衛隊機・米軍機の事故が発生した場合、捜索活動を実施するほか、民間機の事故が発生した場合、
　　　　　東京航空局三沢空港事務所長の要請により出動し、捜索活動を実施する。
　　（２）その他関係機関の措置
　　　　　　密接に協力のうえ、ヘリコプタ－等多様な手段を活用して捜索活動を実施する。
　５．救助・救急活動
　　（１）町長の措置
　　　　　　救助・救急活動を行うほか、被災者の早急な把握に努める。
　　（２）防災関係機関の措置
　　　　ア．空港管理者の措置
　　　　　　　空港及びその周辺における航空機事故について、速やかに被害状況を把握するとともに、迅速に
　　　　　　救助・救急活動を行う。
　　　　イ．五戸警察署の措置
　　　　　　　救助・救急活動を行うほか、被災者の早急な把握に努める。
　　　　ウ．自衛隊の措置
　　　　　　　自衛隊機・米軍機の事故が発生した場合、捜索活動を実施するほか、民間機の事故が発生した場
　　　　　　合東京航空局三沢空港事務所の要請により出動し、救助活動を実施する。
　　　　エ．県の措置
　　　　　　　市町村の実施する救急活動について、必要に応じて指示等を行うとともに、当該市町村からの要
　　　　　　請により他の市町村に応援を指示する。
　６．医療活動
　　（１）町長の措置
　　　　　　医療活動については第４章第１５節「医療・助産及び保健」による。
　　（２）県及び社団法人青森県医師会の措置
　　　　　　青森空港及びその周辺において、航空機事故が発生した場合又はそのおそれがある場合には、「青
　　　　　森空港医療救護活動に関する協定書」に基づいて相互のもと医療救護活動を適切に実施する。
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米軍三沢基地

発　見　者

 青森・八戸
警　察　署 三沢防衛施設

事務所

災害地市町村

 海上保安部 （消防機関）

 （海上の場合）

医療機関
東京航空局

三沢空港事務所

県　警　察　本　部 周辺市町村

青　森　県

消　防　庁



　７．消火活動

　　（１）町長の措置

　　　　　　消火活動については第４章第６節「消防」によるほか、防災関係機関・関係公共団体の協力を得て

　　　　　消火活動を実施する。

　　（２）防災関係機関の措置

　　　　ア．東京航空局（三沢空港事務所・青森空港出張所）の措置

　　　　　　　空港及びその周辺において、航空機事故が発生したときは、航空自衛隊及び消防機関の協力を得

　　　　　　て消防活動を実施する。

　　　　イ．青森空港管理事務所の措置

　　　　　　　青森空港及びその周辺において、航空機事故が発生したときは、速やかに消防車両を出動させ、

　　　　　　消防機関の協力を得て消火救難活動を実施する。

　　　　ウ．自衛隊の措置

　　　　　　　自衛隊機・米軍機の事故が発生した場合、消火活動を実施するほか、三沢空港において民間機の

　　　　　　事故が発生した場合、東京航空局三沢空港事務所の要請により出動し、消火活動を実施する。

　　　　エ．県の措置

　　　　　　　市町村（消防機関）の実施する消火活動について、必要に応じて指示等を行うとともに、当該市

　　　　　　町村からの要請により、他の市町村に応援を指示する。

　８．緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動

　　　　緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動については、第４章第１６節「輸送対策」及び同章第２２

　　　節「交通対策」により実施する。

　９．立入禁止区域の設定・避難誘導等

　　（１）町長の措置

　　　　　　空港事務所と協力し危険防止のための措置を講じ、必要があると認めるときは警戒区域を設定し、

　　　　　一般住民等の立入制限・退去等を命ずる。

　　（２）防災関係機関の措置

　　　　ア．五戸警察署の措置

　　　　　　　空港事務所と協力して危険防止の措置を講ずるとともに、市町村職員が現場にいないとき、又は

　　　　　　これらの者から要請があったときは、警戒区域を設定し一般住民の立入制限・退去等を命令する。

　　　　　　　なお、その場合この旨地元市町村へ通報する。また、航空機が人家密集地域へ墜落した場合、そ

　　　　　　の他被害が拡大するおそれがある場合には、立入禁止区域を設定するとともに、地域住民等に対す

　　　　　　る避難誘導を実施する。

　　　　イ．青森空港管理事務所及び東京航空局三沢空港事務所の措置

　　　　　　　それぞれ青森空港及び三沢飛行場内において、航空機事故が発生した場合は、状況に応じ空港利

　　　　　　用者を避難させる等必要な措置をとる。

　10. 災害広報

　　（１）町長の措置

　　　　　　災害時の災害広報については、第４章第４節「災害広報」によるほか、被災者の家族等からの問い

　　　　　合わせ等に対応する体制を整え、災害の状況・被災者の安否・医療機関等の情報・災害応急対策の情

　　　　　報等被災者の家族等に役立つ情報について適切に提供する。

　11. 応援協力関係

　　（１）町自らの応急措置の実施が困難な場合、県へ応援を要請するほか、「大規模災害時の青森県市町村相

　　　　互応援に関する協定」及び「青森県消防相互応援協定」その他個別の消防相互応援協定に基づき、他の

　　　　協定締結市町村等に応援を要請する。

　　（２）自衛隊の派遣要請については、第４章第２６節「自衛隊災害派遣要請」により実施する。
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　　　第３節　道路災害対策

　　道路構造物の被災又は道路における車両の衝突等により、大規模な救急救助活動や消火活動等が必要と

　されている災害が発生し、又は発生のおそれがある場合に、早期に初動体制を確立して、その拡大を防止

　し被害の軽減を図るため、以下のとおり予防・応急対策を実施するものとする。

　１．予防対策［建設課］

　　　　道路災害を未然に防止するため、関係機関と協力しながら必要な予防対策を実施するものとする。

　　１．道路交通の安全確保

　　　（１）道路管理者の措置

　　　　　ア．道路施設等の異常を迅速に発見し、速やかな応急対策を図るために、情報の収集・連絡体制の

　　　　　　整備を図る。また、異常が発見され災害が発生するおそれがある場合に、道路利用者にその情報

　　　　　　を迅速に提供するための体制の整備を図る。

　　　　　イ．道路管理者は、道路施設等の点検を通じ、道路施設等の現況の把握に努めるとともに、道路に

　　　　　　おける災害の予防と道路施設等の安全の確保のため、必要な措置を講ずる。また、安全性・信頼

　　　　　　性の高い道路ネットワ－ク整備を計画的かつ総合的に実施する。

　　　（２）町長の措置

　　　　　　　国及び県と協力して、交通施設の被災による広域的な経済活動、住民への支障や地域の孤立化

　　　　　　防止等のため、主要な交通網が集中している地域の土砂災害対策や海岸保全対策を重点的に実施

　　　　　　する。

　　　（３）防災関係機関の措置

　　　　　　　五戸警察署は、道路交通安全のための情報収集・連絡体制の整備を図るとともに、異常が発見

　　　　　　され災害が発生するおそれがある場合に、道路利用者に交通情報を迅速に提供するための体制の

　　　　　　整備を図る。

　　２．情報の収集・連絡体制の整備

　　　　　情報の収集・連絡体制の整備を行い、夜間・休日の場合においても対応できる体制の整備を図ると

　　　　ともに、災害時に迅速な応急対策が展開できるようにするため、あらかじめ連絡責任者を明確にして

　　　　おく。

　　　　　また、収集した情報を的確に分析整理するため、人材の育成を図るとともに、必要に応じ専門家の

　　　　意見を活用できるよう努める。

　　３．災害応急体制の整備

　　　（１）職員の非常参集体制を整備するとともに応急活動のためのマニュアルを作成し職員に周知する。

　　　（２）災害時における応急活動に関し、平常時から関係機関との連携体制の強化を図る。

　　４．救助・救急、医療及び消火活動体制等の整備

　　　（１）道路管理者の措置

　　　　　　　医療機関、消防機関等との連絡・連携体制の整備を図る。

　　　（２）町長の措置

　　　　　　　災害時の救助・救急、医療及び消防活動を実施するための資機材等の整備に努めるとともに、

　　　　　　救護活動に必要な医薬品等の備蓄に努める。

　　５．防災訓練の実施

　　　　　国の機関・県・道路管理者等と相互に連携した実践的な訓練を実施に努めるとともに、訓練後に

　　　　は評価を行い、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行う。

　　６．施設・設備の応急復旧活動体制の整備

　　　　　道路管理者は、道路災害時に施設・設備の被害情報の把握及び応急復旧を行うため、あらかじめ体

　　　　制及び資機材の整備を行う。

　　７．防災知識の普及

　　　　　道路管理者は、道路利用者に対して道路災害時の対応等の防災知識の普及・啓発を図る。

　　８．再発防止対策の実施

　　　　　道路管理者は、道路災害の原因究明のための総合的な調査研究を行い、その結果を踏まえ再発防止

　　　　対策を実施する。
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　２．応急対策［建設課］

　　　　道路構造物の被災等が発生し、又は発生するおそれがある場合、被害の拡大を防止し、又は軽減する

　　　ため以下のとおり応急対策を講ずるものとする。

　　１．実施責任者

　　　　　道路災害の被害の拡大の防止措置に係る関係機関との連絡調整、その他必要な措置は町長が行うも

　　　　のとする。

　　２．情報の収集・伝達

　　　　　道路災害が発生し又は発生するおそれがある場合、情報の収集・伝達は次のとおりとし、災害情報

　　　　連絡のための通信手段を確保するとともに、災害情報の収集に努め、把握した情報について迅速に他

　　　　の関係機関に連絡する。

　　　　　また、収集した情報を的確に分析整理するため、人材の育成を図るとともに、必要に応じ専門家の

　　　　意見を活用できるよう努める。
　　　　　なお、トンネル内車両火災については第一報を県に対してだけでなく消防庁に対しても報告する。

　　　　（『火災・災害等即報要領』）

　　３．活動体制の確立

　　　（１）道路管理者の措置

　　　　　　　発災後、速やかに災害の拡大の防止のため必要な措置を講ずる。

　　　（２）町長の措置

　　　　　　　発災後、速やかに職員の非常参集、情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部の設置等必要な

　　　　　　体制をとる。

　　４．救助・救急活動

　　　（１）道路管理者の措置

　　　　　　　関係機関による迅速かつ的確な救助救出の初期活動が行われるよう協力する。

　　　（２）町長の措置

　　　　　　　救助救急活動については、第４章第８節「救出」によるほか、救助・救急活動を行うほか被害

　　　　　　状況の早急な把握に努める。

　　５．医療活動

　　　　　医療活動については、第４章第１５節「医療・助産及び保健」による。
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道路管理者 国土交通省

県警察本部

関係消防機関

通　報　者 警察署

関係省庁

消防庁青森県市町村



　　６．消火活動

　　　（１）道路管理者の措置

　　　　　　　事故災害直後における初期消火活動を行うよう努めるとともに、消火活動を実施する各機関に可

　　　　　　能な限り協力するよう努める。

　　　（２）町長の措置

　　　　　　　消火活動については、第４章第６節「消防」による。

　　７．緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動

　　　　　緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動については、第４章第１６節「輸送対策」及び、同章第

　　　　２３節「交通対策」によるほか、交通の確保・緊急輸送活動については被害の状況・緊急度・重要度を

　　　　考慮して、交通規制・応急復旧・輸送活動を行う。

　　８．危険物の流出に対する応急対策

　　　（１）道路管理者の措置

　　　　　　　危険物の流出が認められたときには関係機関と協力し、直ちに防除活動・避難誘導活動を行い、

　　　　　　危険物による二次災害の防止に努める。

　　　（２）防災関係機関の措置

　　　　　ア．消防機関の措置

　　　　　　　　危険物の流出が認められた場合、直ちに防除活動を行う。

　　　　　イ．五戸警察署の措置

　　　　　　　　道路災害が通行量の多い道路において発生し、被害が拡大するおそれがある場合は、立入禁止

　　　　　　　区域を設定し避難誘導活動を行う。

　　９．道路施設の応急復旧活動

　　　（１）道路管理者の措置

　　　　　　　迅速かつ的確な障害物の除去・仮設等の応急復旧を行い、早期の道路交通の確保に努める。また

　　　　　　類似の災害の再発防止のために、被災箇所以外の道路施設について緊急点検を行う。

　　　（２）防災関係機関の措置（五戸警察署の措置）

　　　　　　　五戸警察署は、災害により破損した道路施設の早期復旧を図るため、必要な措置を講ずる。また

　　　　　　災害発生後直ちに被災現場及び周辺地域並びにその他の地域において、道路施設の緊急点検を実施

　　　　　　するなど必要な措置を講ずる。

　　10. 災害広報

　　　　　災害時の災害広報については、第４章第４節「災害広報」によるほか、被災者の家族等からの問い合

　　　　わせ等に対応する体制を整えるほか、災害の状況・被災者の安否・医療機関等の情報・災害応急対策の

　　　　情報等被災者の家族等に役立つ情報について適切に提供する。

　　11. 災害復旧

　　　　　道路管理者は、関係機関と協力し、あらかじめ定めた物資・資材の調達計画及び人材の広域応援等に

　　　　関する計画を活用しつつ、迅速かつ円滑に被災した道路施設の復旧事業を行う。また、災害復旧に当た

　　　　っては可能な限り復旧予定時期を明確にするよう努める。

　　12. 応援協力関係

　　　（１）町自らの応急措置の実施が困難な場合、県へ応援を要請するほか、「大規模災害時の青森県市町村

　　　　　相互応援に関する協定」及び「青森県消防相互応援協定」その他個別の消防相互応援協定に基づき、

　　　　　他の協定締結市町村等に応援を要請する。

　　　（２）自衛隊の派遣要請については、第４章第２６節「自衛隊災害派遣要請」により実施する。
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　　　　　　　　　　　　第４節　危険物等災害対策

　　危険物等（危険物・高圧ガス・火薬類・毒物・劇物・放射性物質）の漏洩・流出・火災・爆発等により死傷

　者が多数発生する等の災害（放射性物質の大量の放出による場合を除く）が発生し、又は発生のおそれがある

　場合に早期に初動体制を確立して、その拡大を防止し被害の軽減を図るため、以下のとおり予防・応急対策を

　実施するものとする。

　１．予防対策［総務課］

　　　　危険物等災害の発生を未然に防止し、又は被害を軽減するため関係機関と協力しながら必要な予防対策

　　　を実施するものとする。

　　１．現　況

　　　　地域内の危険物施設等は、次のとおりである。

　　（１）危険物施設

番号 事業所名 場所 区分 危険物品名 単位:㍑

 第３石油類　　　4,872
 第４石油類　　　　　　80

2 しんせい五戸農業協同組合ｶﾝﾄﾘｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 大字上市川字桜沢77-39 一般取扱所  第２石油類　　　2,694
3 五戸総合病院 字沢向17-3 一般取扱所  第３石油類　　 4,374
4 ホクト化学工業㈱ 大字切谷内字大畑107-96 一般取扱所  第３石油類　　 9,758
5 ㈲八戸油槽 大字上市川字石呑46-2 一般取扱所  第３石油類　　 20,000
6 五戸小学校 字天満後21-1 一般取扱所  第２石油類　　　8,000

 第１石油類　　　　　200
7 鳥谷部石油販売店 字蛯川75-1 一般取扱所  第２石油類　　　　　400

 第３石油類　　　　　200
 第２石油類　　　6,000
 第３石油類　　　6,000

9 五戸中学校 大字豊間内字地蔵平1-276 一般取扱所  第２石油類　　 15,000
10 東北メディカル学院 字苗代沢3-6 一般取扱所  第２石油類　　　4,000
11 ㈱ケイシ－ライナ－ 大字豊間内字地蔵平1-579 自家用給油取扱所  第２石油類　　 30,000
12 新潟運輸㈱ 大字豊間内字地蔵平1-639 自家用給油取扱所  第２石油類　　 19,000
13 北部運送㈱青森営業所 大字浅水字陣場95-15 自家用給油取扱所  第２石油類　　　9,600
14 ㈱川村土木 字古舘下川原23 自家用給油取扱所  第２石油類　　 19,200

 第１石油類　　　3,000
 第２石油類　　 27,000

16 ㈲北組 字西ノ沢6-2 自家用給油取扱所  第２石油類　　 10,000
17 南部バス㈱ 字下モ沢向13-3 自家用給油取扱所  第２石油類　　　9,600
18 ㈱五戸レミコン 大字豊間内字地蔵平1-608 自家用給油取扱所  第２石油類　　 10,000
19 ㈲五戸運送 字下長下タ78-11 自家用給油取扱所  第２石油類　　　9,600
20 三貞商店 大字豊間内字豊間内38-2 自家用給油取扱所  第１石油類　　　3,840
21 吉田石油給油取扱所 大字浅水字関口18-21 自家用給油取扱所  第２石油類　　 10,000
22 ㈱金本 字上大町24-1 小口専用一般取扱所  第２石油類　　　9,500
23 しんせい五戸農業協同組合熊野林営農ｾﾝﾀｰ 字熊野林9-2 小口専用一般取扱所  第２石油類　　 19,600
24 石渡　福次郎 大字扇田字西ノ沢5-8 小口専用一般取扱所  第２石油類　　　9,600
25 資鳥金商店 字下モ沢向13-130 小口専用一般取扱所  第２石油類　　 19,500
26 資鳥金商店 字中崎5-7 小口専用一般取扱所  第２石油類　　 19,200
27 角三本店 字下モ沢向8-56 小口専用一般取扱所  第２石油類　　 10,000

 第１石油類　　 28,800
28 東北つばめ石油販売 字神明後6-2 給油取扱所  第２石油類　　 19,200

 第３石油類　　　1,000
29 東北石油ガス 大字豊間内字地蔵平1-751 給油取扱所  第２石油類　　　9,500

 第１石油類　　　6,357
 第２石油類　　　3,840

　144

川内運送㈲ 大字上市川字御兵糧10-4 自家用給油取扱所

30 日本石油扇田給油所 大字扇田字西ノ沢5-11 給油取扱所

15

1 ㈱五戸レミコン 大字扇田字長下2-181 一般取扱所

8 東北石油ガス㈱ 大字豊間内字地蔵平1-647 一般取扱所



番号 事業所名 場所 区分 危険物品名 単位:㍑

 第１石油類　　　　　600
 第２石油類　　　　　600
 第１石油類　　 14,000
 第２石油類　　　6,000
 第１石油類　　 19,200
 第２石油類　　 10,197
 第１石油類　　 28,800
 第２石油類　　 28,800
 第１石油類　　 29,400

35 東北石油ガス㈱五戸給油所 字上大町2 給油取扱所  第２石油類　　 19,600
 第３石油類　　　2,000
 第１石油類　　　6,600
 第２石油類　　 13,600
 第１石油類　　 19,200

37 中里石油㈱上市川給油所 大字上市川字赤川々原78 給油取扱所  第２石油類　　 28,800
 第３石油類　　　1,900
 第１石油類　　　　　576
 第２石油類　　　　　574
 第１石油類　　 28,500

39 しんせい五戸農業協同組合川内給油所 大字上市川字沼廻20-3 給油取扱所  第２石油類　　 28,500
 第３石油類　　　2,000
 第１石油類　　 12,480
 第２石油類　　 16,320
 第１石油類　　　　　200
 第２石油類　　　　　400

42 東北三吉工業㈱ 大字豊間内字地蔵平1-622 屋内貯蔵所  第１石油類　　　5,000
 第１石油類　　　1,600

43 東北山田車体工業㈱ 大字豊間内字地蔵平1-750 屋内貯蔵所  第２石油類　　　　　900
 第３石油類　　　1,420
 第１石油類　　　　　400
 第２石油類　　　1,920

45 五戸電子工業㈱ 字愛宕後25-7 屋内貯蔵所  第１石油類　　　　　400
 第２石油類　　　4,000
 第３石油類　　　6,000

47 小泉輪業商会 大字浅水字浅水94-1 屋外貯蔵所  第２石油類　　　4,000
 第２石油類　　 19,900
 第３石油類　　 19,900

49 しんせい五戸農業協同組合ｶﾝﾄﾘｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 大字上市川字桜沢77-39 地下タンク  第２石油類　　　9,600
50 五戸町役場 字古舘21-1 地下タンク  第３石油類　　 15,000
51 五戸町立公民館 字下モ沢向8-2 地下タンク  第２石油類　　　3,000
52 ㈱五戸会館 字新町34-3 地下タンク  第３石油類　　　9,500
53 五戸警察署 字下モ沢向13-6 地下タンク  第２石油類　　　4,000
54 青森県立五戸高等学校 字根岸6 地下タンク  第３石油類　　　9,000
55 青森県りんご試験場県南課樹研究ｾﾝﾀ- 大字扇田字長下タ2 地下タンク  第３石油類　　　7,000
56 中栄コンクリ－ト工業㈱五戸工場 字応田14 地下タンク  第３石油類　　　9,600
57 加藤醤油店五戸工場 大字上市川字善浪33-167 地下タンク  第３石油類　　　5,700
58 ㈱阿部繁孝商店五戸工場 大字扇田字家ノ向17-1 地下タンク  第３石油類　　　6,000
59 第一ブロイラ－五戸工場 大字切谷内字外ノ沢51-56 地下タンク  第３石油類　　　9,600
60 五戸ド－ム 大字豊間内字地蔵平1-398 地下タンク  第３石油類　　　5,000
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48 東北石油ガス㈱ 大字豊間内字地蔵平1-647 地下タンク

46 鳥谷部石油販売店 字蛯川村75-1 屋外貯蔵所

44 ㈱大部製作所 大字豊間内字地蔵平1-278 屋内貯蔵所

41 青森県畜産試験場五戸支場 字苗代沢3-334 屋内貯蔵所

40 川崎給油所 大字切谷内字向田22-23 給油取扱所

38 鳥谷部石油販売 字蛯川村75- 給油取扱所

36 しんせい五戸農業協同組合切谷内給油所 大字切谷内字向田7-5 給油取扱所

34 中里石油㈱五戸給油所 字中道9-8 給油取扱所

33 しんせい五戸農業協同組合五戸給油所 字古舘脇2-4 給油取扱所

32 北村農機油店 大字浅水字浅水126-1 給油取扱所

31 小泉輪業商会 大字浅水字浅水94-1 給油取扱所



番号 事業所名 場所 区分 危険物品名 単位:㍑

61 ホクト化学工業 大字切谷内字大畑107-96 地下タンク  第３石油類　　 30,000
62 社会福祉法人ハピネス 字姥堤34-1 地下タンク  第３石油類　　　6,000
63 五戸総合病院 字沢向17-3 地下タンク  第３石油類　　 30,000
64 歴史みらいパ－ク 字舘1-1 地下タンク  第３石油類　　　4,000
65 ㈲八戸油槽 大字上市川字石呑46-2 屋内タンク  第３石油類　　 30,000
66 八戸酒類㈱菊駒工場 字川原町12 屋外タンク  第３石油類　　　5,000
67 PCコンクリ－ト㈱五戸工場 大字豊間内字地蔵平1-643 屋外タンク  第３石油類　　 10,000
68 ㈱阿部繁孝商店五戸工場 大字扇田字家ノ向17-1 屋外タンク  第３石油類　　 12,000
69 八戸リサイクルセンタ－㈱ 大字切谷内字長屋85-13 屋外タンク  第４石油類　　 17,000
70 ㈱五戸レミコン 大字扇田字長下タ2-181 屋外タンク  第３石油類　　 19,500
71 ㈱アオモリパイル 大字上市川字大タルミ97-2 屋外タンク  第３石油類　　 10,000

給油取扱所 第４類ｶﾞｿﾘﾝ 28,800

72 しんせい五戸農業協同組合倉石給油所 大字倉石中市字上ミ平60 第４類灯油 9,600

移動タンク 第４類灯油 2,000

第４類ｶﾞｿﾘﾝ 7,300

73 しんせい五戸農業協同組合又重給油所 大字倉石又重字上谷地7 給油取扱所 第４類灯油 12,500

第４類灯油 9,500

第４類ｶﾞｿﾘﾝ 300

74 石沢地区水稲営農組合 大字倉石石沢字石沢13-8 屋内貯蔵所 第４類灯油 800

第４類重油 200

屋内タンク 第４類重油 20,000

地下タンク 第４類重油 10,000

76 特別養護老人ホームさくら荘 大字倉石中市字新山平64-1 地下タンク 第４類灯油 8,000

77 倉石無線中継所 大字倉石中市字小渡89-66，67 地下タンク 第４類軽油 4,000

78 倉石コミュニティセンター 大字倉石中市字上ミ平20-4 地下タンク 第４類重油 6,000

79 倉石診療所 大字倉石中市字幸神道前15-4 地下タンク 第４類重油 3,000

80 十和田広域事務組合十和田ゴミ焼却施設 大字倉石中市字前新田28-87 地下タンク 第４類重油 5,000

81 倉石分庁舎 大字倉石中市字上ミ平19-1 地下タンク 第４類灯油 8,000

82 倉石温泉 大字倉石中市字上川原153 地下タンク 第４類重油 2,000

83 海上自衛隊倉石外(9)通信局舎 大字倉石石沢字山辺沢10-124 地下タンク 第４類軽油 4,000

84 中市小学校 大字倉石中市字田茂平40 一般取扱所 第４類灯油 2,000

85 又重小学校 大字倉石又重字上川原110-1 一般取扱所 第４類灯油 5,000

86 倉石中学校 大字倉石中市字上ミ平36 一般取扱所 第４類灯油 3,000

87 有限会社　高賢燃料 大字倉石石沢字境39-17 一般取扱所 第４類灯油 20,000

　　※消防法第９条の２の規定による届け出のある毒物劇物の取扱事業所等は、現在当町には無し。
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75 農事組合法人 三誠ファーム 大字石沢字駒袋31-4



　　２．保安思想の啓発
　　　　危険物施設等による災害の未然防止を図り、防災に関する諸活動が円滑に運営され応急対策が完全に遂
　　　行されるよう、次のことを行う。
　　　（１）各種行事による啓発
　　　　　　危険物施設等の従業員等に対し、危険物に対する知識の向上と防災に関する知識の普及を図るため
　　　　　火災予防運動・危険物安全週間等各種諸行事において、防災に関する映画、講演・講習会及び懇談会
　　　　　等を開催し防災知識の普及に努める。
　　　（２）ＰＲ冊子等による啓発
　　　　　　危険物施設等の従業員等に対し、消防関係機関紙・防火推進パンフレット・危険物会報・ポスタ－
　　　　　等を配布し、防災に関する知識の普及に努める。
　　　（３）民間協力団体による啓発
　　　　　　防火協会・危険物安全協会連合会その他の民間協力団体等を通じ、防災に関する知識の普及に努め
　　　　　る。

　　３．予防査察等の強化
　　　（１）町長は、危険物の保安取締りを実施する必要があると認めたときは、消防本部・消防署又は県に連
　　　　　絡し、必要な措置を要請するものとする。
　　　（２）町長・八戸地域広域市町村圏事務組合管理者及び知事は、危険物施設等に対し防災対策の万全を期
　　　　　するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
　　　　　ア．予防査察の実施
　　　　　　　　危険物施設等について、位置・設備・構造及び管理状況の関係法令への適合状況並びに火災の
　　　　　　　危険性の有無について、査察を実施し改善等について指導するものとする。
　　　　　　　　また、危険物を移送するタンクロ－リ－車及び危険物等を運搬する貨物自動車について、街頭
　　　　　　　において一斉取締りを実施し事故の防止に努めるものとする。
　　　　　イ．火災予防条例の趣旨を徹底させ、施設の管理責任者等に火災予防に関し、自覚を促し届出義務を
　　　　　　履行させるものとする。
　　　　　ウ．その他火災予防に対する措置を徹底するものとする。
　　　（３）町長は、危険物等の防災対策を実施するため必要と認める場合は、消防本部・消防署・警察及び県
　　　　　と相互に情報を交換するものとする。

　　４．自主保安体制の整備
　　　　　施設の管理者等は、危険物等の保安管理を確実に実施するため危険物保安監督者・火薬類取扱保安責
　　　　任者等を選任し、取扱作業等の保安監督を行わせるとともに次に掲げる体制を確立実施するものとする。
　　　　・防災組織の確立（人員配置・業務分担）
　　　　　・保安検査、定期点検要領
　　　　　・防災設備の維持管理、整備及び点検要領
　　　　　・防災教育の徹底
　　　　　・緊急時の関係機関に対する通報及び防災活動要領
　　　　　・防災訓練の実施

　　５．防災設備・資機材の整備にあたっては、関係法令の基準を尊守することはもとより、更に強化充実に努
　　　めるものとする。

　　６．情報の収集・連絡体制の整備
　　　　　情報の収集・連絡体制の整備を行い、夜間・休日の場合においても対応できる体制の整備を図るとと
　　　　もに、災害時に迅速な応急対策が展開できるようにするため、あらかじめ連絡責任者を明確にしておく。
　　　　　また、収集した情報を的確に分析整理するため、人材の育成を図るとともに、必要に応じ専門家の意
　　　　見を活用できるよう努める。

　　７．災害応急体制の整備
　　　（１）職員の非常参集体制を整備するとともに、応急活動のためのマニュアルを作成し職員に周知する。
　　　（２）災害時における応急活動に関し、平常時から関係機関との連携体制の強化を図る。

　　８．救助・救急及び消火活動体制等の整備
　　　　　災害時の救助・救急、消防活動に備え、危険物の種類に応じた化学消火薬剤の備蓄及び化学消防車等
　　　　の資機材等の整備促進に努める。

　　９．危険物等の大量流出時における防除活動体制等の整備
　　　　　危険物等が大量流出した場合に備えて、防除活動及び避難誘導活動を行うための体制や危険物等の
　　　　種類に応じた、必要な防除資機材の整備を行う。
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　　10. 避難体制の整備
　　　　　避難体制の整備は、第３章第１３節「水害予防対策」の「避難体制の整備」により実施する。

　　11. 防災訓練の実施
　　　　　危険物施設等の所有者等、県及び国の機関等と相互に連携した実践的な訓練を実施に努めるとともに、
　　　　訓練後には評価を行い、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行う。

　　12．防災知識の普及

　　　　時にとるべき行動、避難場所での行動等防災知識の普及、啓蒙を図る。

　２．応急対策［総務課］
　　　　危険物等（危険物・高圧ガス・火薬類・毒物・劇物・放射性物質）の漏洩等が発生し、又は発生のおそ
　　　れがある場合、被害の拡大を防止し又は軽減するため以下のとおり応急対策を講ずるものとする。

　　１．実施責任者
　　　（１）災害時における危険物等による災害の防止のために必要な応急措置は、町長・八戸消防本部消防長
　　　　　及び知事が行うものとする。
　　　（２）危険物等の施設の所有者・管理者又は占有者は、災害時における危険物等の保安措置を行うものと
　　　　　する。

　　２．情報の収集・伝達
　　　　　危険物等災害が発生した場合、情報の収集・伝達は次のとおりとする。関係機関は災害情報連絡のた
　　　　めの通信手段を確保するとともに、災害情報の収集に努め、把握した情報について迅速に他の関係機関
　　　　に連絡する。
　　　　　なお、危険物等に係る事故で次のものについては、第一報を県に対してだけでなく消防庁に対しても
　　　　報告する。（『火災・災害等即報要領』）
　　　（１）危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場等の施設内又は周辺で５００㎡
　　　　　程度以上の区域に影響を与えたもの、又は与えるおそれのあるもの。
　　　（２）危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設からの危険物等の漏洩事故で、次に該当するもの。
　　　　　ア．海上・河川へ危険物等が流出したもの、又は流出するおそれがあるもの。
　　　　　イ．大規模タンクからの危険物等の漏洩等

高圧ガス・火薬類

毒物・劇物
健康福祉こどもセンター
保健部

危険物・放射性物質 文部科学省
国土交通省

 県(総務部) 消防庁
　  （関係部） 関係省庁

　　３．危険物の応急措置
　　　（１）危険物製造所等の管理者等の措置
　　　　　　　災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合には、速やかに火気使用を禁止する等災害に
　　　　　　対応する応急保安措置を実施するとともに、速やかに五戸消防署に通報し必要な指示を受けるもの
　　　　　　とする。
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市町村

　　　　　危険物安全週間や防災関連行事等を通じ、住民に対し、その危険性を周知するとともに、災

消防機関

警察署 警察本部

発生事業所等

厚生労働省

経済産業省県（商工労働部）

県（健康福祉部）



　　　（２）町長の措置
　　　　　ア．県へ災害発生について、直ちに通報する。
　　　　　イ．製造所・貯蔵所又は取扱所の所有者・管理者・占有者に対して、危険物施設の設備等の基準に適
　　　　　　合するよう命じ、又は施設の使用の停止を命ずる。
　　　　　　　また、公共の安全の維持、又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、施設
　　　　　　の使用の一時停止を命じ、又はその使用を制限する。
　　　　　ウ．危険物施設の所有者・管理者・占有者に対し、危害防止のための措置をとるよう指示し、又は自
　　　　　　らその措置を講じ、必要があると認めるときは警戒区域を設定し、一般住民の立入制限・退去等を
　　　　　　命令する。
　　　　　エ．消防計画等により消防隊を出動させ、災害発生事業所の責任者からの報告・助言等を受け、必要
　　　　　　に応じ関係事業所及び関係公共団体の協力を得て、救助及び消火活動を実施する。
　　　　　　　なお、消火活動等を実施するに当たっては、海上への波及防止並びに河川・農地等への流出被害
　　　　　　防止について十分留意して行う。
　　　　　オ．火災の規模が大きくなり自己の消防力等では対処できない場合は、他の市町村に対して応援を要
　　　　　　請する。
　　　　　カ．さらに消防力等を必要とする場合は、県に対して自衛隊の災害派遣要請を依頼するとともに、化
　　　　　　学消火薬剤・中和剤・ガス検知器等必要な資機材の確保等について応援を要請する。
　　　（３）五戸警察署の措置
　　　　　　　危険物施設の所有者・管理者・占有者に対し必要な警告を発し、特に緊急を要する場合は危険防
　　　　　　止のため通常必要と認められる措置をとるよう命じ、また自らその措置を講ずる。また市町村（消
　　　　　　防機関）職員が現場にいないとき、又はこれらの者から要請があったときは警戒区域を設定し、一
　　　　　　般住民等の立入制限・退去等を命令する。なお、この場合はその旨市町村(消防機関)へ通知する。

　　４．火薬類の応急処置
　　　（１）火薬庫又は火薬類の所有者の措置
　　　　　　　災害時において、火薬類により災害が拡大する危険があると認める場合は、火薬類を速やかに安
　　　　　　全な地域に移動し、見張人を付けるか、又は水中に沈める等の必要な保安措置を行うものとする。
　　　　　　また県、警察及び消防機関に災害発生について直ちに通報するとともに、必要があると認めるとき
　　　　　　は付近住民に避難するように警告する。
　　　（２）町（消防機関）の措置
　　　　　　　危険物の場合に準じた措置（ただしイを除く。）を講ずる。
　　　（３）五戸警察署の措置
　　　　　　　危険物の場合に準じた措置を講ずる。

　　５．高圧ガスの応急措置
　　　（１）高圧ガスの製造事業者及び販売事業者又は高圧ガスの消費者の措置
　　　　　　　災害時において、高圧ガスの施設に危険な状態が予想されるとき、又は高圧ガスによる災害の拡大
　　　　　　が予想される場合は速やかに製造又は使用を中止し、製造設備内の高圧ガス及び高圧ガス充てん容器
　　　　　　器を安全な場所に移し、又は少量ずつ放出する等の保安措置を実施するとともに監視員を配置する等
　　　　　　警戒体制に万全を期するものとする。また、県、県警察及び消防機関に災害発生について直ちに通報
　　　　　　するとともに、必要があると認めるときは、付近住民に避難するように警告する。
　　　（２）町（消防機関）の措置
　　　　　　　危険物の場合に準じた措置（ただしイを除く。）を講ずる。
　　　（３）五戸警察署の措置
　　　　　　　危険物の場合に準じた措置を講ずる。

　　６．毒物・劇物の応急措置
　　　（１）毒物・劇物営業者の措置
　　　　　　　毒物・劇物施設等が災害により被害を受け、毒物・劇物が飛散・漏洩又は地下に浸透し、保健衛
　　　　　　生上危害が発生し又はそのおそれがある場合は、危害防止のための応急措置を実施するとともに、
　　　　　　速やかに五戸警察署・五戸消防署に通報し必要な指示を受けるものとする。
　　　（２）町長の措置
　　　　　ア．県へ災害発生について、直ちに連絡する。
　　　　　イ．火災に際しては、施設の防火管理者との連携を密にして、施設の延焼防止・汚染区域の拡大を防
　　　　　　止する。
　　　　　ウ．大量放出に関しては、関係機関と連携をとり被災者の救出救護・避難誘導を実施する。
　　　（３）五戸警察署の措置
　　　　　　　危険物の場合に準じた措置を講ずる。
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　　７．放射線使用施設における応急措置
　　　（１）放射線使用施設の管理者の措置
　　　　　ア．災害の発生について速やかに五戸消防署に通報する。
　　　　　イ．施設の破壊による放射線源の露出・流出等の防止を図るため、施設の点検要領を定めて緊急措置
　　　　　　を講ずる。
　　　　　ウ．被害拡大防止等の措置を講ずる。
　　　　　エ．放射線治療中の被災者から他の者が被曝しないよう措置を講ずる。
　　　（２）町長の措置
　　　　　　　放射線源の露出（密封線源）・流出（非密封線源）等について速やかに県に報告するものとし、
　　　　　　被害状況に応じ危険区域の設定・被害拡大防止等の措置を講ずる。
　　　（３）五戸警察署の措置
　　　　　　　市町村と連携し住民に対する広報・避難誘導・立入禁止区域の警戒及び交通規制等の措置を講ずる。

　　８．医療活動
　　　　　医療活動については第４章第１５節「医療・助産及び保健」により実施する。

　　９．緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動
　　　　　緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動については、第４章第１６節「輸送対策」及び同章第22
　　　　節「交通対策」により実施する。

　　10. 危険物等の大量流出に対する応急対策
　　　（１）五戸消防署は危険物等が大量流出した場合、直ちに防除活動を行うとともに避難誘導活動を行う。
　　　（２）五戸警察署は危険物等が大量流出した場合、市町村と連携し避難誘導立入禁止区域の警戒・交通規
　　　　　制を行うほか防除活動を行う。

　　11. 施設・設備の応急復旧活動
　　　　　専門技術をもつ人材等を活用して、施設・設備の緊急点検を実施するとともに、これらの被害状況等
　　　　を把握し施設の応急復旧を速やかに行う。

　　12. 災害広報
　　　　　災害時の災害広報については第４章第４節「災害広報」によるほか、被災者の家族等からの問い合わ
　　　　せ等に対応する体制を整え、災害の状況・被災者の安否・医療機関等の情報・災害応急対策の情報等被
　　　　災者の家族等に役立つ情報について適切に提供する。

　　13. 災害復旧
　　　　　物資・資材の調達計画及び人材の広域応援等に関する計画をあらかじめ定め、迅速かつ円滑に、また
　　　　環境に配慮しつつ被災した施設等の復旧事業を行う。また、災害復旧に当たっては可能な限り復旧予定
　　　　時期を明確にするよう努める。

　　14. 応援協力関係
　　　（１）町自らの応急措置の実施が困難な場合、県への応援を要請するほか「大規模災害時の青森県市町村
　　　　　相互応援に関する協定」及び「青森県消防相互応援協定」その他個別の消防相互応援協定に基づき、
　　　　　他の協定締結市町村等に応援を要請する。
　　　（２）自衛隊の派遣要請については、第４章第２５節「自衛隊災害派遣要請」により実施する。
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第５節　大規模な火事災害対策

　　死傷者が多数発生する等大規模な火事災害が発生し、又は発生のおそれがある場合に早期に初動体制を
　確立して、その拡大を防止し被害の軽減を図るため以下のとおり予防・応急対策を実施するものとする。

　１．予防対策［総務課］
　　　　大規模な火事災害の発生を未然に防止するため、関係機関と協力しながら必要な予防対策を実施す
　　　るものとする。

　　１．大規模な火事災害に強いまちづくり

　　２．火災に対する建築物の安全化
　　　　　多数の人が出入りする事業所等の防火対象物に対し、法令に適合したスプリンクラ－設備等の消
　　　　防用設備等の設置及び適正な維持管理のほか、防火管理者の選任・消防計画の作成・当該計画に基
　　　　基づく消火・通報及び避難訓練の実施等防火管理上必要な業務が適正に行われるよう指導を徹底す
　　　　る。
　　３．建築物の安全対策の推進
　　　ア．火災等の災害から人命の安全を確保するため、特殊建築物等の適切な維持保全及び必要な防災改
　　　　修を促進する。
　　　イ．高層建築物等について、避難経路・火気使用店舗等の配置の適正化、防火区域の徹底等による火
　　　　災に強い構造の形成を図るとともに、不燃性材料・防炎物品の使用、店舗等における火気の使用制
　　　　限、安全なガスの使用等による火災安全対策の充実を図る。
　　４．情報の収集・連絡体制の整備
　　　　　情報の収集・連絡体制の整備を行い、夜間・休日の場合においても対応できる体制の整備を図る
　　　　とともに、災害時に迅速な応急対策が展開できるようにするため、あらかじめ連絡責任者を明確に
　　　　しておく。また、収集した情報を的確に分析整理するため、人材の育成を図るとともに、必要に応
　　　　時専門家の意見を活用できるよう努める。
　　５．災害応急体制の整備
　　　（１）職員の非常参集体制を整備するとともに、応急活動のためのマニュアルを作成し職員に周知す
　　　　　る。
　　　（２）災害時における応急活動に関し、平常時から関係機関との連携体制の強化を図る。
　　６．救助・救急、医療及び消火体制の整備
　　　（１）医療機関・消防機関との連絡・連携体制の整備を図る。
　　　（２）災害時の救助・救急、消防活動に備え資機材等の整備促進に努める。
　　　（３）大規模な火事の備え、消火栓のみに偏ることなく、防火水槽の整備・河川水等の自然水利の活用
　　　　　水泳プ－ル・ため池等の指定消防水利としての活用等により、消防水利の多様化を図るとともにそ
　　　　　の適正な配置に努める。
　　　（４）平常時から消防本部・消防団及び自主防災組織等の連携強化を図り、区域内の被害想定の実施及
　　　　　びそれに伴う消防水利の確保、消防体制の整備に努める。
　　　　　また、救護活動に必要な医薬品等の備蓄に努める。
　　７．避難体制の整備
　　　　　避難体制の整備は、第３章第１４節「水害予防対策」の「避難体制の整備」により実施する。
　　８．施設・設備の応急復旧活動体制の整備
　　　　　所管する施設・設備の被害状況把握及び応急復旧を行うためあらかじめ体制・資機材を整備する。
　　９．防災知識の普及
　　　（１）火災予防運動・防災週間等を通じ住民に対し大規模な火災の被害想定等を示しながらその危険性
　　　　　を周知させるとともに災害発生時にとるべき行動避難場所での行動等防災知識の普及啓蒙を図る。
　　　（２）地域の防災的見地からの防災アセスメントを行い、地域住民の適切な避難や防災活動に資する防
　　　　　災マップ・地区別防災カルテ・災害時の行動マニュアル等をわかりやすく作成し、住民等に配付す
　　　　　るとともに研修を実施する等防災知識の普及・啓蒙に努める。
　　　（３）学校等においては、学級活動・ホ－ムル－ムや学校行事を中心に、教育活動全体をとおして防災
　　　　　に関する教育の充実に努める。
　　10. 防災訓練の実施
　　　　　防災訓練の実施は、第３章第７節「防災訓練」により実施する。

　２．応急対策［総務課］
　　　　大規模な火事災害が発生し又は発生するおそれがある場合、被害の拡大を防止し又は軽減するため、
　　　以下のとおり応急対策を講ずるものとする。
　　１．実施責任者
　　　　　大規模な火事の警戒及び防御に関する措置は、町長及び八戸消防本部消防長が行うものとする。
　　２．情報の収集・伝達
　　　　　大規模な火事災害が発生し又は発生するおそれがある場合、情報の収集・伝達は次のとおりとし災
　　　　害情報連絡のための通信手段を確保するとともに、災害情報の収集に努め把握した情報について迅速
　　　　に他の関係機関に連絡する。
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　延焼拡大の防止を図るため、建築物や公共施設の不燃化、空地・緑地等の連携的な配置による延焼遮
断帯の形成、建築物や公共施設の耐震・不燃化、耐震性貯水槽や備蓄倉庫、海水・河川水・下水処理水
等を消防水利として活用するための施設整備の促進等を図るとともに、防火地域及び準防火地域の的確
な指定等による防災に配慮した土地利用への誘導等により、大規模な火事災害に強いまちづくりを推進
する。
  また、火災時に消防活動が制約される可能性のある高層建築物、緊急時に速やかな傷病等の搬送・収
容等が必要とされる医療用建築物等について、ヘリコプターの緊急離発着場等の緊急救助用のスペース
の設置を促進する。



専用線

　  凡
　  例

　　３．活動体制の確立
　　　　　発災後速やかに職員の非常参集、情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部の設置等必要な
　　　　体制をとる。

　　４．救助・救急活動
　　　　　救助救急活動については、第４章第８節「救出」により実施する。

　　５．医療活動
　　　　　医療活動については、第４章第１５節「医療・助産及び保健」により実施する。

　　６．消火活動
　　　　　消火活動については、第４章第６節「消防」により実施する。

　　７．緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動
　　　　　緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動については、第４章第１６節「輸送対策」及び
　　　　同章第２２節「交通対策」により実施する。

　　８．避難対策
　　　　　住民の生命又は身体を火災から保護し、その他火災の拡大を防止するために特に必要がある
　　　　と認めるときは、町長は当該住民の避難を指示するものとし、避難の方法等は第４章第５節
　　　　「避難」によるものとする。

　　９．施設・設備の応急復旧活動
　　　　　ライフライン及び公共施設を所管する関係機関は、それぞれの所管する施設・設備の緊急
　　　　点検を実施するとともに、これらの被害状況を把握し応急復旧を速やかに行う。

　　10. 災害広報
　　　　　災害時の災害広報については、第４章第４節「災害広報」によるほか、被災者の家族等から
　　　　の問い合わせ等に対応する体制を整えるほか、災害の状況・被災者の安否・医療機関等の情報
　　　　・災害応急対策の情報等被災者の家族等に役立つ情報について適切に提供する。

　　11. 災害復旧
　　　　　大規模火災に強いまちづくりへの復旧を行う。

　　12. 応援協力関係
　　　（１）町自らの応急措置の実施が困難な場合、県へ応援を要請するほか「大規模災害時の青森県
　　　　　市町村相互応援に関する協定」及び「青森県消防相互応援協定」その他個別の消防相互応援
　　　　　協定に基づき、他の協定締結市町村等に応援を要請する。
　　　（２）自衛隊の派遣要請については、第４章第２６節「自衛隊災害派遣要請」により実施する。
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消防団

県
(防災消防課)

陸上自衛隊
第９師団

市町村

火災発見者

消防庁

県警察本部

消防本部
（署・分署等）

 通常の情報通信系統

 必要に応じての通報通信系統

警察署



第６節　　大規模な林野火災対策

　　広範囲にわたる林野の焼失等の災害が発生し又は発生のおそれがある場合に、早期に初動体制を

　確立してその拡大を防止し被害の軽減を図るため以下のとおり予防応急対策を実施するものとする。

　１．予防対策［農林課］

　　　林野火災を未然に防止するため関係機関と協力しながら必要な予防対策を実施するものとする。

　　１．林野火災に強い地域づくり

　　　　　林野火災の発生又は拡大の危険性の高い地域において、地域の特性に配慮しつつ関係市町

　　　　村による林野火災対策に係る計画を作成しその推進を図る。

　　　　　施設・設備の整備にあたり、第３章第１節「防災業務施設・設備等の整備」によるほか次に

　　　　より実施する。

　　　（１）予防施設の整備

　　　　　　　林野火災の発生を防止するため、ハイキングコ－ス等に火の取扱いの注意事項を記載し

　　　　　　た標識板、さらには林内の道路や人の集まる場所に対し休憩所や灰皿の設置を推進すると

　　　　　　ともに、早期発見・初期消火など林野火災の被害の軽減を図るため、監視所・望楼さらに

　　　　　　は簡易防火用水等予防施設の整備に努めるものとする。

　　　　　　　また、林道及び防火管理道の整備・防火線の布設・防火用水の確保等を実施するととも

　　　　　　に、他の森林所有者等が行う事業に積極的に協力し、予防措置を講ずるものとする。

　　　　　ア．消防用車両が通行可能な林道及び防火管理道の開設さらには改良等を実施する。

　　　　　イ．自然水利を利用した防火用水を確保するとともに、堰堤等を利用し貯水施設を設ける。

　　　　　ウ．防火線の設置整備とともに防火樹の植栽に努める。

　　　（２）防御資機材の備蓄

　　　　　　　増加する林野火災に対処するため、防御資機材の整備・備蓄を推進するとともに森林所

　　　　　　有者・管理者等に対しても、同等の資機材、特に自然水利を利用した水利の確保を指導す

　　　　　　るものとする。

　　　（３）林野火災特別地域対策事業の推進

　　　　　　　林野火災特別地域対策事業を積極的に推進し、消防施設等の整備を図る。

　　２．情報の収集・連絡体制の整備

　　　　　情報の収集・連絡体制の整備を行い、夜間・休日の場合においても対応できる体制の整備を

　　　　図るとともに、災害時に迅速な応急対策が展開できるようにするため、あらかじめ連絡責任者

　　　　を明確にしておく。また、収集した情報を的確に分析整理するため、人材の育成を図るととも

　　　　に、必要に応じ専門家の意見を活用できるよう努める。

　　３．災害応急体制の整備

　　　（１）職員の非常参集体制を整備するとともに、応急活動のためのマニュアルを作成し職員に周

　　　　知する。

　　　（２）災害時における応急活動に関し、平常時から関係機関との連携体制の強化を図る。

　　４．救助・救急、医療及び消火活動体制等の整備

　　　（１）医療機関等との連絡・連携体制の整備を図る。

　　　（２）災害時の救助・救急に備え、資機材の整備に努めるとともに、林野火災に対する消防力の

　　　　　維持・強化のため積極的に防御資機材等を整備する。

　　　　　ａ．空中消火用施設の整備

　　　　　　　　空中消火を効果的に行うため、臨時ヘリポ－ト等関連施設を整備する。

　　　　　ｂ．消火資機材の整備

　　　　　　　　軽可搬式消防ポンプ・可搬式散水装置等の林野火災用消火資機材を整備する。

　　５．避難体制の整備

　　　　　避難体制の整備は、第３章第１３節「水害予防対策」の「避難体制の整備」により実施する。

　　６．施設・設備の応急復旧活動

　　　　　町・公共機関は、それぞれの所管する施設・設備の被害状況の把握及び応急復旧を行うため

　　　　あらかじめ体制・資機材を整備する。
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　　７．防災訓練の実施

　　　　　林野火災は初期消火が困難であるのに加え、気象の変化に大きく左右され数日にわたり広範

　　　　囲に多大な資源が焼失し、また民心の混乱を招くので多数の消防隊員が迅速に現場に到着でき

　　　　るよう、関係機関及び地元住民の協力を得て訓練を行うものとする。

　　８．出火防止対策の充実

　　　（１）予防広報宣伝の充実

　　　　　　　林野火災は、ハイカ－等によるタバコ・たき火等の不始末などそのほとんどが失火によ

　　　　　　り発生している実態から、火災危険期を重点として次の事項によりタバコ・たき火の始末

　　　　　　異常気象時の火気の取扱い、さらには火入れに関する許可・届出等についての徹底を図る

　　　　　　など、予防思想の高揚に努めるものとする。

　　　　　ア．山火事防止強調月間の設定

　　　　　　　　林野火災の多い春季4月1日から4月30日まで、及び秋期10月1日から10月31日までを山

　　　　　　　火事防止強調月間として定め、全町にわたる広報運動を展開し林野火災の防止に努める

　　　　　　　ものとする。

　　　　　イ．山火事防止対策協議会の開催

　　　　　　　　三戸地方農林水産事務所その他関係機関と一体となり、山火事防止対策協議会を開催

　　　　　　　し、関係機関及び団体の具体的実施事項を調整し、山火事防止運動を協力に推進するも

　　　　　　　のとする。

　　　　　ウ．新聞・ラジオ・テレビ等による広報宣伝

　　　　　　　　新聞・ラジオ・テレビ等により、林野火災予防の広報・宣伝を行うものとする。

　　　　　エ．ポスタ－・看板等の設置

　　　　　　　　山林登山口・交通機関等に防火標語等を掲示したポスタ－・防火看板を掲げるものと

　　　　　　　する。

　　　　　オ．チラシ・パンフレット等による啓発普及

　　　　　　　　町の広報誌等により、自治会・部落会等の自治組織を積極的に活用し、住民に対して

　　　　　　　直接注意を喚起するものとする。

　　　　　カ．学校教育による防火思想の普及

　　　　　　　　標語・ポスタ－・作文などの募集を行い児童生徒等の防火思想の高揚を図るとともに

　　　　　　　家庭への浸透を図るものとする。

　　　　　キ．広報車等による広報

　　　　　　　　消防機関等の広報車・消防車等により巡回宣伝・パレ－ド等を実施し、さらに必要に応じ

　　　　　　　航空機による広報を行うものとする。

　　　　　ク．火入れに関する条例の遵守

　　　　　　　　五戸町火入れに関する条例を遵守させるとともに、林業従事者に対し作業火・たき火及び

　　　　　　　タバコ等についての注意を促すものとする。なお、林業機械による林野火災の発生も増加し

　　　　　　　ているもので、その使用についても十分指導するものとする。

　　（２）巡視・監視の徹底

　　　　　　国・県及び森林所有者と連携をとり、巡視・監視を実施するとともに４月から５月までの火災

　　　　　多発期には、巡視員・監視員を増強し管内の巡視警戒を実施し、林野火災の早期発見・初期消火

　　　　　に努めるほか入山者等に対し火気の取扱いについての指導を行い、火災発生の危険性を排除する

　　　　　ものとする　また、林野における治山・林道等請負工事については、火気の使用制限に配慮する

　　　　　とともに、作業現場における指導監視を徹底するものとする。

154



　２．応急対策［総務課］

　　　　大規模な林野火災が発生し又は発生するおそれがある場合、延焼を防止し被害を最小限に止めるため、

　　　以下のとおり応急対策を講ずるものとする。

　　１．実施責任者

　　　　　林野火災の警戒及び防御に関する措置は、町長及び八戸消防本部消防長が行うものとする。

　　２．情報の収集・伝達

　　　　　大規模な林野火災が発生し又は発生するおそれがある場合、情報の収集・伝達は次のとおりとし災害

　　　　情報連絡のための通信手段を確保するとともに、災害情報の収集に努め把握した情報について迅速に他

　　　　の関係機関に連絡する。

　　　　　また、収集した情報を的確に分析整理するため、人材の育成を図るとともに、必要に応じ専門家の意

　　　　見を活用できるよう努める。

 林野庁

 　研究・保全課

 　業務課

 陸上自衛隊

 第９師団

東北電力㈱青森

　　　　　専用線  支店・営業所

 消防本部  森林管理(支)

 (署・分署等)  署等
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東北森林管理局

（青森事務所）

県

森林組合等

火災発見者

消防庁

農林水産事務所

県警察本部
（林政課）県(防災消防課)

必要に応じての通報通信系統

警察署

凡例凡例 通常の情報通信系統

市町村

消防団



　　３．活動体制の確立

　　　（１）防御隊の編成・出動区分等

　　　　　　　林野火災が発生した場合の火災防御隊の招集・集合場所・編成・携行資機材及び出動区分につい

　　　　　　ては消防計画の定めるところによる。

　　　　　　　また、林野火災は長時間にわたる防御活動が必要なため、食料・飲料水・医療機材の補給確保を

　　　　　　図るものとする。

　　　（２）相互応援協定による応援要請

　　　　　　　火災現場の状況により、後続応援又は関係機関及び付近の一般住民の協力を要請するものとし、

　　　　　　他市町村の応援要請の場合の基準・手続等は消防相互応援協定の定めるところによる。

　　　（３）県防災ヘリコプタ－の応援要請等

　　　　　　　林野火災の延焼拡大が甚だしく消防隊及び関係機関並びに付近住民の協力を得ても防御困難な場

　　　　　　合は町長から知事に県防災ヘリコプタ－の運航要請を行うほか、必要に応じ第４章第２５節「自衛

　　　　　　隊災害派遣要請」による自衛隊航空機の確保について要請依頼するものとする。

　　　（４）現場指揮本部の設置

　　　　　　　火災の拡大状況に応じて、消防機関・他市町村の消防機関の応援隊・自衛隊派遣隊等が統一的指

　　　　　　揮のもとに円滑な消防活動が実施できるように現場指揮本部を設置し、関係機関の指揮者による連

　　　　　　絡会議等を必要に応じ設け、消防長が現場最高指揮者として状況に応じた防御方針を決定し、有機

　　　　　　的な組織活動を確保するものとする。

　　　　　　　火災の区域が二以上の市町村にまたがる場合の現場最高責任者は当該消防長が協議して定める。

　　　　　ア．現場指揮本部の指揮系統

　　　　　　　　現場指揮本部の指揮系統図は、概ね次のとおりとする。また、現場指揮本部には可能な限り消

　　　　　　　防通信、その他関係機関の通信施設を集中して設置し、統一的指揮の実施と併せて通信施設の相

　　　　　　　互利用を図るものとする。

　

　　　　　イ．現場指揮本部の設置場所

　　　　　　　　現場指揮本部は、付近一体が見渡せる風横または風上の高地で無線障害の少ない場所等、火災

　　　　　　　の状況及び防御作業の状況が把握できる位置に設置するよう努め旗等により標示する。
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応援消防機関の長

関係機関の長

現場指揮本部

自衛隊災害派遣

部隊指揮者

前進指揮所

飛火警戒指揮所

空中消火基地

応援消防部隊

関係機関の部隊

消防部隊

飛火警戒隊

応援消防部隊

空中消火補給作業隊

空中消火隊（自衛隊）

地上災害派遣部隊

応援消防部隊



　　　　　ウ．現場指揮本部の編成及び任務
　　　　　　（ア）現場指揮本部の組織は概ね次のとおりとする。

　　　　　　（イ）任務
　　　　　　　　ａ．警防戦術班
　　　　　　　　　　　防御線の設定・転進・空中消火・集落警戒等警防戦術について、次の事項に留意して現
　　　　　　　　　　場最高指揮者を補佐する。
　　　　　　　　　（ａ）消火隊の守備範囲を明確に指示する。
　　　　　　　　　（ｂ）交代要員を確保し、ロ－テ－ションを明確に指示する。
　　　　　　　　　（ｃ）予想される状況変化に応じた作戦をあらかじめ検討する。
　　　　　　　　　（ｄ）出動隊の車両の部署位置等を適正に指示する。
　　　　　　　　ｂ．連絡調整班
　　　　　　　　　　　町・消防本部及び県との連絡調整、他の市町村への応援要請等常時関係機関と連絡でき
　　　　　　　　　　るように体制をつくる。
　　　　　　　　ｃ．状況偵察班
　　　　　　　　　　　火災状況に応じ、延焼方向・入山路の状況・水利の有無等戦術上必要な情報を偵察収集
　　　　　　　　　　する。
　　　　　　　　ｄ．情報班
　　　　　　　　　　　各方面の状況偵察班・前進指揮所・飛火警戒指揮所及び空中消火隊等からの情報を収集
　　　　　　　　　　整理する。
　　　　　　　　ｅ．補給班
　　　　　　　　　　　各出動隊に対する資機材・食料・燃料等の調達及び補給を行う。
　　　　　　　　ｆ．通信記録班
　　　　　　　　　　　各消防部隊との連絡を確実に行うため、通信の確保と混乱防止を図り、通信体制を確立
　　　　　　　　　　する。なお、記録責任者のもとに確実な記録をとる。
　　　　　　　　ｇ．広報班
　　　　　　　　　　　不確実な情報等による不必要な混乱をさけるため、火災の現況・消防部隊の活動状況・
　　　　　　　　　　今後の見通し等について住民に対し巡回広報・報道機関・自治会等を活用し的確な情報を
　　　　　　　　　　提供する。特に報道機関に対しては広報担当者が所定の場所で発表する。
　　　　　　　　ｈ．応援隊誘導班
　　　　　　　　　　　地元消防団員等地理精通者をもって編成し、応援隊に対し部署位置まで誘導する。

現場最高指揮者
(消防長)

消防団連絡担当
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補給班

通信記録班

広報班

応援隊誘導班

警防戦術班

連絡調整班

状況偵察班

情報班



　　４．救助・救急活動
　　　　　救助救急活動については第４章第８節「救出」により実施する。

　　５．医療活動
　　　　　医療活動については第４章第１５節「医療・助産及び保健」により実施する。

　　６．消火活動
　　　　　消火活動については第４章第６節「消防」によるほか次により実施する。
　　　（１）地上消火
　　　　　　　地上消火は、注水・叩き消し・土かけによる消火・防火線の設置及び迎え火により地上消火を実
　　　　　　施するものとする。
　　　（２）空中消火
　　　　　　　町長は、次の場合、知事に対し林野火災の空中消火について県防災ヘリコプタ－により、又は自
　　　　　　衛隊の派遣を要請し空中消火を実施するものとする。
　　　　　ア．人命の危険・人家等への延焼危険その他重大な事態を避けるため必要と認められる場合。
　　　　　イ．人命等の危険及び重大な事態があり、地形等の状況により地上の防御が困難な場合。
　　　　　ウ．人命等の危険及び重大な事態があり、火災規模に対して地上の防御能力が不足し、又は不足する
　　　　　　と判断される場合。
　　　（３）残火処理
　　　　　　　火災鎮火後、残火処理の徹底を期するものとする。
　　　（４）空中消火用資機材の活用
　　　　　　　青森県防災資機材センタ－及び三沢市消防本部に備蓄している、県の空中消火用資機材並びに東
　　　　　　北森林管理局（青森分局）が備蓄している資機材を活用する。

　　７．緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動
　　　　　緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動については、第４章第１６節「輸送対策」及び同章第22
　　　　節「交通対策」により実施する。

　　８．避難対策（住民の安全対策）
　　　　　林野火災発生時においては、次の事項に留意し住民の安全を期するものとする。
　　　（１）入山者・遊山者のあるときは、入山の状況・所在等について確認に努め、携帯拡声機等を利用し安
　　　　　全な場所に避難するよう呼びかけ誘導するものとする。
　　　（２）林野内の住家又は山麓周辺の集落地等に延焼拡大のおそれがあるときは、飛火警戒隊などの消防隊
　　　　　は警戒区域を設定するとともに、建物及びその周辺に予備注水又は防御に適する防火線を設定し、居
　　　　　住者等の協力を得て防御に当たるものとする。
　　　（３）火災が延焼拡大し、住家等へ延焼し又は延焼するおそれのある場合、住民の生命又は身体を火災か
　　　　　ら保護し、その他火災の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、町長は当該住民の避難
　　　　　を指示するものとし、避難の方法等は第４章第５節「避難」によるものとする。

　　９．施設・設備の応急復旧活動
　　　　　ライフライン及び公共施設を所管する関係機関は、それぞれの所管する施設・設備の緊急点検を実施
　　　　するとともに、これらの被害状況を把握し応急復旧を速やかに行う。

　　10. 災害広報
　　　　　災害時の災害広報については、第４章第４節「災害広報」によるほか次により実施する。
　　　　　関係機関は、被災者の家族等からの問い合わせ等に対する体制を整えるほか、災害の状況・被災者の
　　　　安否･医療機関等の情報･災害応急対策の情報等被災者の家族等に役立つ情報について適切に提供する。

　　11．二次災害の防止活動
　　　　　林野火災により荒廃した地域の下流部においては土石流等の二次災害が発生するおそれがあることに
　　　　ついて十分留意して二次災害の防止に努める。
　　　　また、降雨等による二次的な土砂災害防止施策として専門技術者を活用して、土砂災害等の危険箇所の
　　　　点検等を行う。その結果、危険性が高いと判断された箇所については、関係住民への周知を図り、応急
　　　　対策を行うとともに、警戒避難体制の整備を行うものとし、可及的速やかに砂防設備、治山設備、地す
　　　　べり防止施設等の整備を行う。

　　12. 災害復旧
　　　　　林野火災跡地の復旧と林野火災に強い森林づくりへの改良復旧を行うものとする。

　　13. 応援協力関係
　　　（１）町自らの応急措置の実施が困難な場合、県へ応援を要請するほか「大規模災害時の青森県市町村相
　　　　　互応援に関する協定」及び「青森県消防相互応援協定」その他個別の消防相互応援協定に基づき、他
　　　　　の協定締結市町村等に応援を要請する。
　　　（２）自衛隊の派遣要請については、第４章第２６節「自衛隊災害派遣要請」により実施する。
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